
令 和 ６ 年 度 事 業 報 告 に つ い て 

（令和６年 7月 1日から令和７年 6月 30 日まで） 

 

Ⅰ 役員会の開催等 

 

1  評議員会 

 

(1) 第 1回評議員会 

    日   時：令和 6年 7月 16 日（火） 

    場   所：ビックパレットふくしま  

    出 席 者：大竹和彦、森雅彦、佐藤幹二郎、岡崎利光（WEB 参加） 

 以上 4名 

    決議事項１：役員等の報酬規程の改正（案）について 

          ●事務局（案）のとおり承認された。 

    決議事項２：役員報酬額の承認について 

          ●事務局（案）のとおり承認された 

    報告事項１：令和 6年 5月 28 日開催の理事会において承認された次の 8件について

報告を行った。 

● 令和 5年度収支補正予算について 

● 基本財産の繰り入れについて 

● 特定資産改良資金の積立について 

● 特定資産取得資金の積立について 

● 職務権限規程の改正について 

● 令和６年度事業計画について 

● 令和６年度収支予算について 

● 設備投資及び資金調達の見込みについて 

 

(2) 第 2回評議員会 

    日   時：令和 6年 9月 13 日（金） 

    開 催 方 法：書面評決による、みなし決議及び書面報告による、みなし報告 

    同 意 者：評議員 全 6名 

報告事項１：令和 6年 8月 28日開催の理事会において承認された次の２件について

提案書による書面報告を行った。 

● 令和 5年度事業報告について 

● 令和 5年度収支決算について 

           

(3) 第 3回評議員会 

    日   時：令和 6年 12 月 10 日（火） 

    開 催 方 法：書面評決による、みなし決議 

    同 意 者：評議員 全 6名 

決議事項１：評議員の選任について（１名） 

● 辞任の申出があった箭内正和氏の後任評議員に赤石沢達夫氏を選任

することについてみなし決議された。 

 



 

(4) 第 4回評議員会 

    日    時：令和 7年 3月 28 日（金） 

    開 催 方 法：書面評決による、みなし決議 

    同 意 者：評議員 全 6名 

決議事項１：理事及び監事の選任について 

           ●  辞任の申出のあった須藤潤氏の後任理事に小澤隆夫氏、池田剛氏の

後任理事に宗形彰久氏、慶徳孝一氏の後任監事に味戸隆祥氏を選任

することについてみなし決議された。 

    決議事項２：評議員の選任について 

           ●  辞任の申出のあった大竹和彦氏の後任評議員に和知聡氏、森雅彦氏

の後任評議員に紺野文康氏、佐藤一範氏の後任評議員に二瓶勝俊氏

を選任することについてみなし決議された。 

           

 

2  理事会 

 

(1) 第 1回理事会 

    日   時：令和 6年 8月 28 日（水） 

    場   所：郡山ビューホテルアネックス 

    出 席 者：須藤潤、池田剛、紺野克彦、鈴木貴史、安田博道 理事 5名 

慶徳孝一、竹原信也                   監事 2名 計 7名 

決議事項 1：令和 5年度事業報告について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

    決議事項 2：令和 5年度収支決算について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

    決議事項 3： 評議員会の開催について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

    報告事項  令和 5年度監事監査報告について 

 

(2) 第 2回理事会 

    日   時：令和 6年 11 月 29 日（金） 

    開 催 方 法：書面評決による、みなし決議 

    同 意 者：理事 全 6名、監事 全 2名、 計 8名 

    決議事項１：評議員の開催について 

● 評議員会の開催についてみなし決議された。 

 

(3) 第 3回理事会 

日   時：令和 7年 2月 5日（水） 

場 所：郡山市総合福祉センター 

出 席 者：池田剛、紺野克彦、小貫秀明、鈴木貴史、安田博道、 

須藤潤（WEB 参加）             理事 6名 

慶徳孝一、竹原信也             監事 2名  計 8 名 

決議事項１：評議員会の開催について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

決議事項 2：基本財産の運用替えについて 



● 事務局（案）のとおり承認された。 

    報告事項 1：理事長及び常務理事の職務執行状況について 

● 令和 6年度上半期事業報告 

● 令和 6年度上半期収支予算執行状況報告 

 

(4) 第 4回理事会 

    日   時：令和 7年 5月 26 日（月） 

    出 席 者：小澤隆夫、宗形彰久、紺野克彦、小貫秀明、 

          鈴木貴史、安田博道             理事 6名 

          味戸隆祥                  監事１名  計 7名 

決議事項 1：令和６年度収支補正予算について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

    決議事項 2：組合運営積立資金の取り崩しについて 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

決議事項 3：令和 7年度事業計画について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

決議事項 4：令和 7年度収支予算について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

決議事項 5：評議員会の開催について 

● 事務局（案）のとおり承認された。 

 

3  監 査 

 

(1) 監事による監査 

    日   時：令和 6年 8月 20 日（火） 

    場   所：公益財団法人福島県まちづくり区画整理協会 

    出  席  者：慶徳孝一、竹原信也 監事 2名 

    立 会 い 者：理事 2名 事務局職員 4名 

    監査内容１：令和 5年度の理事の職務執行について 

    監査内容２：令和 5年度事業報告について 

    監査内容３：令和 5年度収支決算について 

監 査 結 果：監事監査規程及び監事監査チェックリストに基づき、当該事業年

度に係る事業報告、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び正味財産

増減計算書)及び財産目録、その他関係書類について調査を実施し

た結果、法人の状況を正しく示した事業報告であり、計算書類及

び財産目録は法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点におい

て適正に示しているものと認められた。 



 

 

 

まちづくりに必要な情報の提供や交換
だけでなく、関係機関との協議その他の
協力を継続的に行うよう努め、まちづく
りや地域づくりに必要な情報提供の活動
を行います。また、まちづくりに係る覚書
や協定を締結し、市町村の都市計画及び
まちづくりの支援を積極的に図る。 

 

（公社）街づくり区画整理協会一部会
（地方協会による組織）、「区画整理団体」
や「まちづくり団体」等が主催する講習
会・セミナーへ参加し、積極的な情報収集
を行う。 

 

協会が保有している土地区画整理事業
や都市計画など、まちづくりに関する専
門図書の最新版への更新を図るとともに
データベース化をすすめ、協会ホームペ
ージを通して利用者の利便性を高める。 
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土地区画整理事業等に関する記事を掲
載している月刊誌「区画整理」を購入し、
会員市町村に無償配布する。 

 

情報収集により把握した都市政策や土
地区画整理事業に関する最新の動向、各
地域の最新情報や先進地事例などの情報
提供を行う。 

また、新着情報の提供についても積極
的に掲載するなどホームページの拡充だ
けでなくＳＮＳ等の積極的な活用や、効
果的な発信ができるようデジタルコンテ
ンツの拡充を図る。 

令和６年度は、デジタルコンテンツの
拡充が主体となり、試験的発信までとな
るが、令和７年度中にはＳＮＳを活用し
た情報提供を行うこととする。 
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県内の市町村等が実施している土地区
画整理事業等を受託し、基礎調査から、事
業・実施計画、測量・設計、換地計画・処
分、登記、清算事務、事業法人の精算業務
まで、トータルできめ細やかな対応をす
る。 

 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を
活かした個性あふれるまちづくりを実施
し、都市の再生を効率的に推進すること
により、地域住民の生活の質の向上と地
域経済・社会の活性化を図ることを目的
とした事業を実施する市町村への支援だ
けでなく、用途の見直し、市町村都市計画
マスタープランや立地適正化計画の策
定、都市再生整備計画等を受託するとと
もに、トータルマネジメントによる事業
化の支援を行う。 

 

土地区画整理事業等に関して寄せられ
る技術的な相談に対して、専門的な知識
を有する職員を県内の市町村等の要請に
基づき派遣し、技術的な助言のほか、協会
顧問弁護士による的確な指導による迅速
な解決を図る。 

 
 

 

保留地処分の遅れなどにより、資金面
で法人運営が困難となっている土地区画
整理組合に対し、無利子で貸付を行い支
援できるよう準備を整える。 
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本年度は、住民の自主的な地域づくり
活動をバックアップするための新たな試
みとして、自分たちの住む地域の将来を
自ら真剣に考え、自ら意欲的に行動する
人材の育成を目的に助成・支援事業を行
う。 

 

一昨年から、本格的にスタートした「ま
ちづくりの事業化検討支援」を活用し、市
町村が模索しているまちづくりの基本構
想や事業化の検討を、市町村からの申請
に基づき当協会が支援を必要と認めた地
区において、協会が予備調査やプランニ
ング等を行い積極的に支援し、随時事業
化の可能性検討を行う。 

 

● 

● 

○ 

  



 

 

 

土地区画整理事業に著しい貢献のあっ
た市町村職員や土地区画整理組合の職員
等について協会理事⾧賞の表彰を行う。 

 

我が国において、都市への人口集中化
と市街地の拡大化が本格的に進む時期に
都市計画法の目的に沿って、土地区画整
理が新市街地を計画的に誘導することに
果たした役割は大きいといえる。 

また、東日本大震災の主たる復興事業
を僅か１０年あまりで、土地区画整理を
活用することで多くの都市の復興計画を
実現させたことは世界に例のないことで
しょう。さらに、この誇りうる事業の成果
は、日本の都市計画に伝統的な区画整理
の技術が継承され育っていたからにほか
ありません。このような優れた事業手法
であるにもかかわらず、近年は特に土地
区画整理事業が広く国民に受け入れられ
ていない状況にある。 

そこで、県内唯一のまちづくり支援法
人（面的整備を中心とした支援）である当
協会が、まちづくりの最大の貢献者であ
る区画整理の再認識をしていただくため
にリーフレット等を作成するとともに、
関係者の協力と理解を求めていく普及・
啓発活動を行う。 

 

ＰＲ用カレンダー等を作成・配付し、ふ
くしまのまちづくりに対する意識を高め
るような普及・啓発活動を引き続き行う。 
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（公社）街づくり区画整理協会が主催
する Web 形式（5 月、10 月実施）の講習
会・セミナーを活用し、関係市町村の土地
区画整理事業に従事する職員を対象とし
た「初任者研修」を開催する。 

 

昨年度まで行っていた、都市政策や土
地区画整理事業等に関する知識・技術の
向上を図ることを目的とし、市町村の都
市政策に係る担当職員の養成を積極的に
支援するため受講料・参加費の助成対象
を見直し、先進地のまちづくり事例を習
得し、知見の共有を図る事業を行う。 

会員の皆様と共に国内で先進的なまち
づくりを行っている地域を視察し、取り
組みや活動などを学びたいと考え、先進
地の視察研修会を計画し案内する。 

本年度は、将来の定期的な事業化に向
けたスキームを作ることを目標とし、一
つの地域に絞った先進地の視察研修会を
開催する。 

来年度以降は、課題やテーマ別の複数
の先進地視察の実施を検討しています。 

当協会では、会員の方々の意向を汲み
取りながら、課題解決に向けた具体的な
取り組みへとつながるような企画を今後
も検討してまいります。 

また、「資源・炭素・循環・人などの循
環による持続可能なまちづくり（SDGs の
実現）」に向けた（仮称）「ＳＤＧｓふく
しま未来都市研究会」を開催できるよう、
先進事例から学び、参加者相互の交流を
深めることを目指している。 
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